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１ サポート要件の趣旨

特許法第 36 条第 6 項第 1 号には，特許請求の範囲

の記載は，「特許を受けようとする発明が発明の詳細

な説明に記載されたものであること。」に適合しなけ

ればならないと規定されている。すなわち，特許権の

付与を要求する発明が明細書の発明の詳細な説明に記

載されていることが特許要件（以下，「サポート要件」

という）とされている。

そして，平成 17 年の知的財産高等裁判所特別部の

判決(1)は，「特許制度は，発明を公開させることを前提

に，当該発明に特許を付与して，一定期間その発明を

業として独占的，排他的に実施することを保障し，

もって，発明を奨励し，産業の発達に寄与することを

趣旨とするものである。そして，ある発明について特

許を受けようとする者が願書に添付すべき明細書は，

本来，当該発明の技術内容を一般に開示するととも

に，特許権として成立した後にその効力の及ぶ範囲

（特許発明の技術的範囲）を明らかにするという役割

を有するものであるから，特許請求の範囲に発明とし

て記載して特許を受けるためには，明細書の発明の詳

細な説明に，当該発明の課題が解決できることを当業

者において認識できるように記載しなければならない

というべきである。特許法旧 36 条 5 項 1 号の規定す

る明細書のサポート要件が，特許請求の範囲の記載を

上記規定のように限定したのは，発明の詳細な説明に

記載していない発明を特許請求の範囲に記載すると，

公開されていない発明について独占的，排他的な権利

が発生することになり，一般公衆からその自由利用の

利益を奪い，ひいては産業の発達を阻害するおそれを

生じ，上記の特許制度の趣旨に反することになるから

である。」と判示している。

また，審査基準(2)には，サポート要件の趣旨につい

て，「請求項に係る発明は，発明の詳細な説明に記載し
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サポート要件，新規事項追加の禁止の趣旨は，明細書，図面に開示されていない発明には特許権を付与し

ないことにある。

そして，判断時の請求項に係る発明の全部の発明特定事項が明細書，図面に現にまたは実質的に記載され

ており，しかも判断時の請求項に係る発明が明細書に記載された発明の課題を解決することができるときに

は，サポート要件が充足され，また補正後の請求項に係る発明の全部の発明特定事項が明細書，図面に現に

または実質的に記載されており，しかも補正後の請求項に係る発明が明細書に記載された発明の課題を解決

することができるときには，新規事項追加の禁止に違反しないと考える。

この結果，請求項に係る発明が明細書，図面に開示されているというためには，請求項に係る発明の全部

の発明特定事項が明細書，図面に現にまたは実質的に記載されており，しかも請求項に係る発明が明細書に

記載された発明の課題を解決することができることが必要である。
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た範囲を超えるものであってはならない。発明の詳細

な説明に記載していない発明について特許請求の範囲

に記載することになれば，公開していない発明につい

て権利を請求することになるからである。本号の規定

は，これを防止するためのものである。」と記載されて

いる。

このように，判例，審査基準においては，明細書に

記載されていない発明すなわち明細書に開示されてい

ない発明には特許権を付与しないことが，サポート要

件の趣旨であるとしている。

しかしながら，特許法第 17 条の 2第 3項によれば，

図面に記載した事項の範囲内において明細書を補正す

ることができるのであるから，特許を受けようとする

発明が明細書に記載されていなかったとしても，補正

により図面に記載された内容を明細書に記載すること

により，特許を受けようとする発明が明細書に記載さ

れた状態すなわちサポート要件が充足された状態とす

ることができる。このように，実質的には，特許権の

付与を要求する発明が明細書，図面に記載されていれ

ば，サポート要件を充足する。

したがって，明細書，図面（以下，「明細書等」とい

う）に開示されていない発明には特許権を付与しない

ことが，サポート要件の趣旨であると考える。

２ 新規事項追加の禁止の趣旨

特許法第 17 条の 2第 3項には，「明細書，特許請求

の範囲又は図面について補正をするときは，……願書

に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面

……に記載した事項の範囲内においてしなければなら

ない。」と規定されている。すなわち，明細書，特許請

求の範囲，図面に新規事項（出願当初の特許請求の範

囲，図面に記載されていない事項）を追加することが

禁止されている（以下，「新規事項追加の禁止」とい

う）。

また，特許法第 126 条第 3項には，「明細書，特許請

求の範囲又は図面の訂正は，願書に添付した明細書，

特許請求の範囲又は図面……に記載した事項の範囲内

においてしなければならない。」と規定されており，さ

らに特許法第 134 条の 2 第 5 項において特許法第 126

条第 3項を準用しており，訂正審判，特許無効審判に

おける訂正の請求においても，明細書，特許請求の範

囲，図面に新規事項を追加することが禁止されてい

る。

そして，平成 20 年の知的財産高等裁判所特別部の

判決(3)は，「平成 6年改正前の特許法は，補正について

『願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範

囲内において』しなければならないと定めることによ

り，出願当初から発明の開示が十分に行われるように

して，迅速な権利付与を担保し，発明の開示が不十分

にしかされていない出願と出願当初から発明の開示が

十分にされている出願との間の取扱いの公平性を確保

するととともに，出願時に開示された発明の範囲を前

提として行動した第三者が不測の不利益を被ることの

ないようにし，さらに，特許権付与後の段階である訂

正の場面においても一貫して同様の要件を定めること

によって，出願当初における発明の開示が十分に行わ

れることを担保して，先願主義の原則を実質的に確保

しようとしたものであると理解することができる」と

判示している。

また，審査基準(4)には，新規事項追加の禁止の趣旨

について，「特許法第 17 条の 2第 3項は，補正につい

て『願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲又

は図面に記載した事項（以下，「当初明細書等に記載し

た事項」という。）の範囲内において』しなければなら

ないと定めることにより，出願当初から発明の開示が

十分に行われるようにして，迅速な権利付与を担保

し，出願当初から発明の開示が十分にされている出願

とそうでない出願との間の取扱いの公平性を確保する

とともに，出願時に開示された発明の範囲を前提とし

て行動した第三者が不測の不利益を被ることのないよ

うにし，先願主義の原則を実質的に確保しようとした

ものである。」と記載されている。

すなわち，判例，審査基準においては，出願当初か

ら発明の開示が十分に行なわれるようにすること，第

三者の不測の不利益を防止すること，先願主義の原則

を実質的に確保することが，新規事項追加の禁止の趣

旨であるとしている。

しかしながら，上述の平成 17 年の知的財産高等裁

判所特別部の判決に，「公開されていない発明につい

て独占的，排他的な権利が発生することになり，一般

公衆からその自由利用の利益を奪い，ひいては産業の

発達を阻害するおそれを生じ，上記の特許制度の趣旨

に反することになるからである。」と判示されている

ように，明細書等に開示されていない発明について特

許権を付与することは特許制度の趣旨に反する。そし

て，特許請求の範囲についていえば，新規事項の追加
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を許容したときには，明細書等に開示されていない発

明について特許権を付与することになる。また，明細

書等に新規事項を追加することを許容したときには，

明細書等に追加した上記新規事項を特許請求の範囲に

追加したとしても，サポート要件を充足することにな

るから，特許請求の範囲に新規事項の追加を許容する

結果となる。したがって，補正後の請求項に係る発明

が明細書等に開示されていない発明となる補正を禁止

することにより，明細書等に開示されていない発明に

ついては特許権を付与しないことが，新規事項追加の

禁止の根本的な趣旨であると考える。

ちなみに，補正後の請求項に係る発明が明細書等に

開示されていない発明となる補正を禁止することによ

り，明細書等に開示されていない発明については特許

権を付与しないようにすれば，出願当初から発明の開

示が十分に行なわれるようになり，また第三者の不測

の不利益を防止することができ，さらに先願主義の原

則を実質的に確保することができる。

３ 判断基準の同一

このように，サポート要件の趣旨と新規事項追加の

禁止の趣旨とは同一であるから，サポート要件を充足

するか否かの判断基準と新規事項追加の禁止に違反す

るか否かの判断基準とを同一とすべきである。

すなわち，明細書等に開示されていない発明には特

許権を付与しないことがサポート要件の趣旨であるか

ら，サポート要件を充足するか否かの問題は，判断時

の請求項に係る発明が明細書等に開示されているか否

かの問題である。また，明細書等に開示されていない

発明については特許権を付与しないことが新規事項追

加の禁止の趣旨でもあるから，新規事項追加の禁止に

違反するか否かの問題は，補正後の請求項に係る発明

が明細書等に開示されているか否かの問題である。こ

のように，ともに請求項に係る発明が明細書等に開示

されているか否かの問題であるから，サポート要件を

充足するか否かの判断基準と新規事項追加の禁止に違

反するか否かの判断基準とを同一とすべきである。

ちなみに，判断基準を同一としないときには，新規

事項追加の禁止に違反しないと判断されたにもかかわ

らず，サポート要件を充足しない場合が生ずる結果と

なる。たとえば，審査基準(5)には，サポート要件を充

足しない場合として，「発明の詳細な説明では，具体的

な数値については何ら記載も示唆もされていないにも

かかわらず，請求項では数値限定している場合」が挙

げられているから，この審査基準に従って判断したと

きには，明細書等に記載されていない数値限定を請求

項に発明特定事項として追加したときには，補正後の

請求項に係る発明はサポート要件を充足しない。した

がって，仮に明細書等に記載されていない数値限定を

請求項に発明特定事項として追加しても，新規事項追

加の禁止に違反しないとするならば，補正が新規事項

追加の禁止に違反しない判断されたにもかかわらず，

補正後の請求項に係る発明がサポート要件を充足しな

い結果となる。しかしながら，そもそも補正後の請求

項に係る発明がサポート要件を充足しなくなるような

補正は許容されるべきではない。

４ サポート要件，新規事項追加の禁止の違反の

類型

（あ） サポート要件を充足しない場合の類型としては

以下の場合がある。

（Ⅰ） 判断時の請求項に係る発明の一部の発明特定

事項が明細書等に形式的に記載されていない場

合

① 明細書等に記載されていない発明特定事項

が明細書等に記載された技術的表現内容（説

明後述）の上位概念である場合

② ①以外の場合（明細書等に記載されていな

い発明特定事項が明細書等に記載された技術

的表現内容の下位概念である場合を含む）

（Ⅱ） 判断時の請求項に係る発明の全部の発明特定

事項が明細書等に記載されているが，明細書等

に記載された技術的表現内容の一部が判断時の

請求項に係る発明の発明特定事項とされていな

い場合

（Ⅲ） 判断時の請求項に係る発明の全部の発明特定

事項が明細書等に記載されているが，判断時の

請求項に係る発明が発明の課題を解決すること

ができない場合（（Ⅱ）の場合を除く）

（い） 新規事項追加の禁止に違反する場合の類型とし

ては以下の場合がある。

（Ⅰ） 補正により請求項に追加された発明特定事項

が出願当初の明細書等に形式的に記載されてい

ない場合（すなわち，補正後の請求項に係る発

明の一部の発明特定事項が明細書等に形式的に

記載されていない場合）

明細書，図面に開示された発明
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① 出願当初の明細書等に記載されていない発

明特定事項が明細書等に記載された技術的表

現内容の上位概念である場合

② ①以外の場合（出願当初の明細書等に記載

されていない発明特定事項が明細書等に記載

された技術的表現内容の下位概念である場合

を含む）

（Ⅱ） 請求項に記載された発明特定事項の一部が削

除された場合（すなわち，補正後の請求項に係

る発明の全部の発明特定事項が明細書等に記載

されているが，明細書等に記載された技術的表

現内容の一部が補正後の請求項に係る発明の発

明特定事項とされていない場合）

ここで，「技術的表現内容」とは，発明の課題を解決

する解決手段を言語，図で説明したときの要素として

の技術的な表現内容である。たとえば，明細書に「部

材Ａと部材Ｂとの間に長さが 1〜 10cmのコイルバネ

を設ける」と記載されているときには，「部材Ａと部材

Ｂとの間にコイルバネを設けること」，「コイルバネの

長さを 1〜 10cmにすること」は「技術的表現内容」

である。

５ 各類型の事例

つぎに，上記の「４」で述べた各類型の事例を挙げ

る。

類型（あ）（Ⅰ）①の事例

事例（Ａ） 明細書に「文字サイズ変更手段」，「行間

隔変更手段」を有するワードプロセッサが記載され，

請求項に係る発明の発明特定事項として「データ処理

手段を有するワードプロセッサ」が記載され，明細書

の記載から「データ処理手段」は「文字サイズ変更手

段」，「行間隔変更手段」の上位概念であると解される

場合，すなわち請求項に係る発明の発明特定事項

「データ処理手段」が明細書等に記載された技術的表

現内容「文字サイズ変更手段」，「行間隔変更手段」の

上位概念である場合（審査基準(6)）

類型（あ）（Ⅰ）②の事例

事例（Ｂ） 請求項に係る発明の発明特定事項「前記

ROM又は読み書き可能な記憶装置に，前記自動起動

スクリプトを記憶する手段」が明細書等に記載されて

いない場合（判例(7)）

類型（あ）（Ⅱ）の事例

事例（Ｃ） 明細書等に記載された技術的表現内容

「粘土が中空微小球を含有すること」が請求項に係る

発明の発明特定事項とされていない場合（判例(8)）

類型（あ）（Ⅲ）の事例

事例（Ｄ） 明細書に記載された「熱水中での完溶温

度（Ｘ）と平衡膨潤度（Ｙ）との関係が，Ｙ＞− 0.0667

Ｘ＋ 6.73，Ｘ≧ 65 で示される範囲であるポリビニル

アルコール系フィルムを用いること」を請求項の発明

特定事項としており，明細書に「Ｘ＝ 71.6，Ｙ＝ 2.4 で

ある場合」等が記載されている場合，すなわち発明特

定事項「Ｙ＞− 0.0667Ｘ＋ 6.73，Ｘ≧ 65」を満たす値

「Ｘ＝ 71.6，Ｙ＝ 2.4」等が明細書に記載されている場

合（判例(9)）

類型（い）（Ⅰ）①の事例

事例（Ｅ） 明細書に記載された技術的表現内容が，

ダブルへテロ型化合物半導体装置が「ソース，ドレイ

ンを構成する不純物拡散領域」を有することであると

きに，請求項に記載された発明特定事項を「ソース，

ドレインを構成する不純物領域」を有することにする

場合，すなわち請求項に係る発明の発明特定事項「不

純物領域」が明細書等に記載された技術的表現内容

「不純物拡散領域」の上位概念である場合（審査基

準(10)）

類型（い）（Ⅰ）②の事例

事例（Ｆ） 明細書に記載された技術的表現内容が，

「衣服の身頃，襟，襟口，ポケット又はポケットフラッ

プの周縁に沿って袋を形成」することであるときに，

請求項に係る発明の発明特定事項を「衣服の襟，ポ

ケット又はポケットフラップの周縁に沿って，衣服の

表側を構成する主布の裏側に別布を縫合して袋を形

成」することにする場合，すなわち請求項に係る発明

の追加された発明特定事項「衣服の表側を構成する主

布の裏側に別布を縫合すること」が明細書等に記載さ

れていない場合（判例(11)）

事例（Ｇ） 球状活性炭からなる経口投与用吸着剤

の球状活性炭から「但し，式（１）：

Ｒ＝(Ｉ 15 −Ｉ 35)／(Ｉ 24 −Ｉ 35) （１）

〔式中，Ｉ 15 は，Ｘ線回折法による回折角（2θ）が

15°における回折強度であり，Ｉ 35 は，Ｘ線回折法に

よる回折角（2θ）が 35°における回折強度であり，

Ｉ 24 は，Ｘ線回折法による回折角（2θ）が 24°にお

ける回折強度である〕

で求められる回折強度比（Ｒ値）が 1.4 以上である球

状活性炭を除く」ことを追加する場合（除くクレーム
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の場合），すなわち請求項に係る発明の追加された発

明特定事項「但し，……球状活性炭を除くこと」が明

細書等に記載されていない場合（判例(12)）

事例（Ｈ） 明細書に記載された技術的表現内容が

「高断熱・高気密住宅」であるときに，請求項に係る発

明の発明特定事項を「熱損失係数が 1.0〜 2.5kcal／

ｍ・ｈ・℃の高断熱・高気密住宅」にする場合，すな

わち請求項に係る発明の追加された発明特定事項「熱

損失係数が 1.0〜 2.5kcal／ｍ・ｈ・℃であること」が

明細書等に記載されていない場合（判例(13)）

事例（Ｉ） 明細書に記載された技術的表現内容が

「油圧モーター（21）を有する振動装置（２）」である

ときに，請求項に係る発明の発明特定事項を「四角形

の台板（14）の上部に設けられており油圧モーター

（21）を有する振動装置（２）」にする場合，すなわち

請求項に係る発明の追加された発明特定事項「四角形

の台板（14）の上部に設けられていること」が明細書

等に記載されていない場合（判例(14)）

事例（Ｊ） 明細書に記載された技術的表現内容が

「内周側が連結された歯部」であるときに，請求項に係

る発明の発明特定事項を「内周側が絶縁性樹脂を介し

て連結された歯部」にする場合，すなわち請求項に係

る発明の追加された発明特定事項「絶縁性樹脂を介し

て」が明細書等に記載されていない場合（判例(15)）

事例（Ｋ） 明細書に記載された技術的表現内容が

「コーティング装置の塗布対象がガラス基板，ウエハ

等のワークであること」であるときに，請求項に係る

発明の発明特定事項を「コーティング装置の塗布対象

が矩形ワークであること」にする場合，すなわち補正

後の請求項に係る発明の発明特定事項「矩形ワーク」

が明細書に記載された技術的表現内容「ワーク」の下

位概念である場合（審査基準(16)）

類型（い）（Ⅱ）の事例

事例（Ｌ） 明細書に記載された技術的表現内容が

「携帯端末機の位置座標及びユーザ情報を専用物理

チャネルを使用して通信すること」であるときに，請

求項に係る発明の発明特定事項を「前記携帯端末機の

位置座標を専用物理チャネルを使用して通信するこ

と」にする場合，すなわち明細書等に記載された技術

的表現内容「ユーザ情報を通信すること」が請求項に

係る発明の発明特定事項とされていない場合（審査基

準(17)）

６ 拡張の場合と減縮の場合

（あ） 類型の同一

上記の「４」から明らかなように，サポート要件の

類型（Ⅲ）を除いては，判断対象が判断時の請求項か

補正後の請求項かの相違はあるが，サポート要件を充

足しない場合の類型と新規事項追加の禁止に違反する

場合の類型とは同一である。そして，各類型（サポー

ト要件の類型（Ⅲ）を除く）は以下で述べるように拡

張の場合と減縮の場合とに分けられる。

（い） 拡張の場合

類型（Ⅰ）①の場合，類型（Ⅱ）の場合には，請求

項に係る発明についての発明の範囲が，明細書等に記

載された発明についての発明の範囲以外の部分すなわ

ち拡張部分を有しており，請求項に係る発明について

の発明の範囲が，明細書等に記載された発明について

の発明の範囲よりも拡張している（以下，この場合を

「拡張の場合」という）。

なお，「発明の範囲」は，審査基準(18)に示された「発

明に属する具体的な事物の範囲（以下，「発明の範囲」

という。）」における「発明の範囲」と同義である。な

お，上記の平成 20 年の知的財産高等裁判所特別部の

判決に示された「出願時に開示された発明の範囲」に

おける「発明の範囲」も上記の審査基準に示された

「発明の範囲」と同義ではないかと考える。なぜなら

ば，上記判決には，「出願時に開示された発明の範囲を

前提として行動した第三者が不測の不利益を被ること

のないようにし」と記載されており，第三者が自己の

製品が特許権侵害となるか否かを判断する場合には，

自己の製品が請求項に係る発明に属する具体的な事物

の範囲に入るか否かを検討するからである。

そして，たとえば事例（Ａ）の場合のように，明細

書等に「ワードプロセッサであること」，「ワードプロ

セッサが文字サイズ変更手段を有すること」，「ワード

プロセッサが行間隔変更手段を有すること」が技術的

表現内容として記載され，請求項に係る発明の発明特

定事項が仮に「ワードプロセッサであること」，「ワー

ドプロセッサがデータ処理手段を有すること」である

とすると，この場合の発明の範囲は下図のようにな

る。

ここで，円Ａ〜Ｄはそれぞれ「ワードプロセッサ」，

「文字サイズ変更手段を有するワードプロセッサ」，

「行間隔変更手段を有するワードプロセッサ」，「デー

タ処理手段を有するワードプロセッサ」の具体的な事
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物の範囲を示す。そして，円Ｄの内側が請求項に係る

発明についての発明の範囲であり，円Ｂの内側および

円Ｃの内側が明細書等に記載された発明についての発

明の範囲であり，斜線を付した部分が上記の拡張部分

である。すなわち，「文字サイズ変更手段，行間隔変更

手段以外のデータ処理手段を有するワードプロセッ

サ」が拡張部分である。

また，たとえば事例（Ｃ）の場合のように，明細書

等に「粘土であること」，「粘土が色素顔料を含有する

こと」，「粘土が極性化合物を含有すること」，「粘土が

中空微小球を含有すること」が技術的表現内容として

記載され，請求項に係る発明の発明特定事項が仮に

「粘土であること」，「粘土が色素顔料を含有するこ

と」，「粘土が極性化合物を含有すること」であるとす

ると，この場合の発明の範囲は下図のようになる。

ここで，円Ａ〜Ｄはそれぞれ「粘土」，「色素顔料を

含有する粘土」，「極性化合物を含有する粘土」，「中空

微小球を含有する粘土」の具体的な事物の範囲を示

す。そして，円Ｂと円Ｃとが重なった部分すなわちイ

の部分およびロの部分が請求項に係る発明についての

発明の範囲であり，円Ｂ〜円Ｄが重なった部分すなわ

ちイの部分が明細書等に記載された発明についての発

明の範囲であり，ロの部分が上記の拡張部分である。

すなわち，「色素顔料および極性化合物を含有するが，

中空微小球を含有しない粘土」が拡張部分である。

なお，類型（Ⅰ）①の場合は，明細書等に記載され

ていない発明特定事項が技術的表現内容の上位概念で

ある場合であるが，この場合には，明細書等に技術的

表現内容として上位概念が現に記載されていると考え

られる。たとえば，事例（Ｅ）における「不純物拡散

領域」は「拡散によって形成された不純物領域」であ

るから，明細書等に技術的表現内容として「不純物拡

散領域を形成すること」が記載されているときには，

技術的表現内容として「不純物領域を形成すること」

および「不純物領域を拡散によって形成すること」が

記載されているのと同視することができるのであり，

明細書等に技術的表現内容として「不純物領域を形成

すること」が現に記載されていると考えられる。した

がって，類型（Ⅰ）①の場合は，請求項に係る発明の

全部の発明特定事項が現に明細書等に記載されている

が，明細書等に記載された技術的表現内容の一部が請

求項に係る発明の発明特定事項とされていない場合，

すなわち類型（Ⅱ）の場合と同様であると考えられる。

たとえば，明細書等に技術的表現内容として下位概念

である「不純物拡散領域を形成すること」が記載され

ており，請求項に係る発明の発明特定事項を上位概念

である「不純物領域を形成すること」とした場合は，

請求項に係る発明の発明特定事項「不純物領域を形成

すること」が明細書等に技術的表現内容として現に記

載されているが，明細書等に記載された技術的表現内

容「不純物領域を拡散によって形成すること」が請求

項に係る発明の発明特定事項とされていない場合と考

えられる。

したがって，拡張の場合には，請求項に係る発明の

全部の発明特定事項が明細書等に技術的表現内容とし

て現に記載されている。

（う） 減縮の場合

これに対して，類型（Ⅰ）②の場合には，明細書等

に記載された発明についての発明の範囲が，請求項に

係る発明についての発明の範囲以外の部分すなわち除

外部分を有しており，請求項に係る発明についての発

明の範囲が，明細書等に記載された発明についての発

明の範囲よりも減縮している（以下，この場合を「減

縮の場合」という）。

たとえば，事例（Ｇ）の場合のように，明細書等に

「経口投与用吸着剤であること」，「経口投与用吸着剤

が球状活性炭からなること」が技術的表現内容として

記載され，請求項に係る発明の発明特定事項が仮に

「経口投与用吸着剤であること」，「経口投与用吸着剤

が球状活性炭からなること」，「球状活性炭から式（１）
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で求められる回折強度比（Ｒ値）が 1.4 以上であるも

のを除くこと」であるとすると，この場合の発明の範

囲は下図のようになる。

ここで，円Ａ〜Ｃはそれぞれ「経口投与用吸着剤」，

「球状活性炭からなる経口投与用吸着剤」，「式（１）で

求められる回折強度比（Ｒ値）が 1.4 以上である球状

活性炭からなる経口投与用吸着剤」の具体的な事物の

範囲を示す。そして，円Ｂの内側から円Ｃの内側を除

いた部分すなわち斜線を付した部分が請求項に係る発

明についての発明の範囲であり，円Ｂの内側が明細書

等に記載された発明についての発明の範囲であり，円

Ｃの内側が上記の除外部分である。すなわち，「式

（１）で求められる回折強度比（Ｒ値）が 1.4 以上であ

る球状活性炭からなる経口投与用吸着剤」が除外部分

である。

また，たとえば事例（Ｊ）の場合のように，明細書

等に「モールドモータであること」，「モールドモータ

が歯部を有すること」，「歯部の内周側が連結されてい

ること」が技術的表現内容として記載され，請求項に

係る発明の発明特定事項が仮に「モールドモータであ

ること」，「モールドモータが歯部を有すること」，「歯

部の内周側が連結されていること」，「歯部の内周側が

絶縁性樹脂を介して連結されていること」であるとす

ると，この場合の発明の範囲は下図のようになる。

ここで，円Ａ〜Ｄはそれぞれ「モールドモータ」，

「歯部を有するモールドモータ」，「内周側が連結され

た歯部を有するモールドモータ」，「内周側が絶縁性樹

脂を介して連結された歯部を有するモールドモータ」

の具体的な事物の範囲を示す。そして，円Ｄの内側が

請求項に係る発明についての発明の範囲であり，円Ｃ

の内側が明細書等に記載された発明についての発明の

範囲であり，円Ｃの内側の部分から円Ｄの内側の部分

を除いた部分が上記の除外部分である。すなわち，

「内周側が絶縁性樹脂を介さないで連結された歯部を

有するモールドモータ」が除外部分である。

なお，類型（Ⅰ）②の場合のうちの，明細書等に記

載されていない発明特定事項が明細書等に記載された

技術的表現内容の下位概念である場合には，請求項に

係る発明の一部の発明特定事項が明細書等に現に記載

されていないと考えられる。たとえば，事例（Ｋ）に

おける「矩形ワーク」は「ワーク」の下位概念であり，

また「矩形ワーク」は「形状が矩形であるワーク」で

あるから，請求項に係る発明が「コーティング装置の

塗布対象が矩形ワークであること」を発明特定事項と

しているときには，請求項に係る発明が「コーティン

グ装置の塗布対象がワークであること」および「ワー

クの形状を矩形にすること」を発明特定事項としてい

るのと同視することができる。このため，請求項に係

る発明の発明特定事項「コーティング装置の塗布対象

が矩形ワークであること」が明細書等に記載されてお

らず，技術的表現内容「コーティング装置の塗布対象

がワークであること」が明細書等に記載されている場

合には，請求項に係る発明の一部の発明特定事項であ

る「ワークの形状を矩形にすること」が明細書等に現

に記載されていないと考えられる。

したがって，減縮の場合は，請求項に係る発明の一

部の発明特定事項が明細書等に技術的表現内容として

現に記載されていない。

ちなみに，請求項に係る発明の発明特定事項「Ａま

たはＢ」を補正により「Ａ」に変更する場合は，特許

請求の範囲の減縮に該当するが，明細書等に技術的表

現内容として「ＡまたはＢ」と記載されており，請求

項に係る発明の発明特定事項が「Ａ」である場合は，

拡張の場合にも減縮の場合にも該当しない。すなわ

ち，この場合には，明細書等に実質的に複数の発明つ

まり発明特定事項として「Ａ」を有する発明と発明特

定事項として「Ｂ」を有する発明とが記載されている

のであり，請求項に係る発明の発明特定事項を「Ａ」

としたとしても，請求項に係る発明についての発明の

範囲が拡張部分を有しておらず，しかも明細書等に記
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載された発明についての発明の範囲が除外部分を有し

ていない。

（え） 各場合の判断基準

このように，サポート要件の類型（Ⅲ）を除いた場

合には，拡張の場合と減縮の場合とがある。

そして，拡張の場合には，請求項に係る発明につい

ての発明の範囲が，明細書等に記載された発明につい

ての発明の範囲よりも広くなるのに対して，減縮の場

合には，請求項に係る発明についての発明の範囲が，

明細書等に記載された発明についての発明の範囲より

も狭くなるので，拡張の場合と減縮の場合とでは，請

求項に係る発明についての発明の範囲と明細書等に記

載された発明についての発明の範囲との関係が全く逆

であるから，拡張の場合の判断基準と減縮の場合の判

断基準とは別に考えるべきである。

７ 拡張の場合の判断基準

特許法第 2条第 1項に，「この法律で『発明』とは，

自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のも

のをいう。」と規定されている。すなわち，特許法にお

ける発明は，技術的思想の創作である。そして，「技

術」とは，科学理論，知識を実地に応用して人間生活

に役立たせる手段であるということができる。した

がって，「発明」はどのような意味で人間生活に役立た

せるかということすなわち発明の課題を有している。

たとえば，事例（Ｃ）の場合には，「発色性，耐候性，

色素顔料の耐ブリード性等に優れた粘土を提供するこ

と」という発明の課題を有している。

また，上述の如く，「技術」とは，科学理論，知識を

実地に応用して人間生活に役立たせる手段であるとい

うことができるから，「発明」はどのような手段で人間

生活に役立たせるかということ，すなわち上記の発明

の課題を解決する解決手段を有している。そして，解

決手段が発明の課題を解決することができないときに

は，人間生活に役立たせることができないのであるか

ら，このような解決手段を有する「発明」は発明の課

題を解決することができることを要する。

このように，「発明」は発明の課題を解決するもので

ある以上，請求項に係る発明が，明細書等に記載され

た発明の課題，すなわち明細書等に記載された内容，

出願当時の公知技術，技術常識等から客観的に把握さ

れる発明の課題（以下，「記載課題」という）を解決す

ることができないときには，請求項に係る発明が明細

書等に開示されているとはいえない。たとえば，事例

（Ｃ）の場合には，「粘土が中空微小球を含有すること」

を発明特定事項としない請求項に係る発明が，仮に

「発色性，耐候性，色素顔料の耐ブリード性等に優れた

粘土を提供すること」という記載課題を解決すること

ができないときには，請求項に係る発明は明細書等に

開示されていない。

以上のことから，請求項に係る発明が明細書等に開

示されているというためには，記載課題を解決するこ

とができることを要すると考える。

そして，請求項に係る発明の発明特定事項が多くな

ればなるほど，つまり請求項に係る発明についての発

明の範囲が狭くなればなるほど，請求項に係る発明は

多くの課題を解決することができる。すなわち，請求

項に係る発明についての発明の範囲が狭くなればなる

ほど，請求項に係る発明は多くの効果を奏する。たと

えば，「不純物拡散領域」すなわち「拡散によって形成

された不純物領域」を発明特定事項とする発明につい

ての発明の範囲は「不純物領域」を発明特定事項とす

る発明についての発明の範囲よりも狭いが，「拡散に

よって不純物領域を形成した場合」には，「不純物領域

を形成した場合」には奏しない何らかの効果たとえば

「ソース，ドレインを容易に形成することができる」と

いう効果を奏する。

このため，拡張の場合には，請求項に係る発明につ

いての発明の範囲が拡張部分を有し，請求項に係る発

明についての発明の範囲が明細書等に記載された発明

についての発明の範囲よりも広くなっているのである

から，拡張部分に属する具体的な事物が記載課題を解

決することができない可能性がある。たとえば事例

（Ｃ）の場合には，拡張部分である上記図のロの部分に

属する具体的な事物が，「発色性，耐候性，色素顔料の

耐ブリード性等に優れた粘土を提供すること」という

記載課題を解決することができない可能性がある。す

なわち，「色素顔料および極性化合物を含有するが，中

空微小球を含有しない粘土」が「発色性，耐候性，色

素顔料の耐ブリード性等に優れた粘土を提供するこ

と」という記載課題を解決することができない可能性

がある。

したがって，拡張の場合には，請求項に係る発明が

記載課題を解決することができることができるか否か

が判断基準（以下，「課題解決の基準」という）となる

と考える。
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なお，請求項に係る発明に属する具体的な事物のう

ちの一部が記載課題を解決することができないときに

は，請求項に係る発明が明細書等に開示されていると

はいえない。したがって，請求項に係る発明が記載課

題を解決することができるというためには，請求項に

係る発明に属する具体的な事物の全てが記載課題を解

決することができることを要する。たとえば，事例

（Ｃ）の場合に，仮に，「色素顔料，極性化合物および

中空微小球を含有する粘土」を発明特定事項とする発

明に属する具体的な事物は記載課題を解決することが

できるが，「色素顔料および極性化合物を含有するが，

中空微小球を含有しない粘土」を発明特定事項とする

発明に属する具体的な事物は記載課題を解決すること

ができないとすれば，請求項に係る発明すなわち「色

素顔料および極性化合物を含有する粘土」を発明特定

事項とする発明は記載課題を解決することができない

こととなる。

また，明細書等に記載された内容，出願当時の公知

技術，技術常識等からして，請求項に係る発明に属す

る具体的な事物が記載課題を解決することが明らかで

ないときには，請求項に係る発明が明細書等に開示さ

れているとはいえない。したがって，請求項に係る発

明が記載課題を解決することができるというために

は，明細書等に記載された内容，出願当時の公知技術，

技術常識等からして，請求項に係る発明に属する具体

的な事物が記載課題を解決することが明らかであるこ

とを要する。たとえば，事例（Ａ）の場合に，仮に，

「ワードプロセッサが文字サイズ変更手段，行間隔変

更手段以外のデータ処理手段を有すること」を発明特

定事項とする発明に属する具体的な事物が記載課題を

解決することが明らかではないとすれば，請求項に係

る発明すなわち「ワードプロセッサがデータ処理手段

を有すること」を発明特定事項とする発明は記載課題

を解決することができないこととなる。

以上のことから，「請求項に係る発明が記載課題を

解決することができる」というためには，請求項に係

る発明に属する具体的な事物の全てが記載課題を解決

することが明らかであることを要する。

ちなみに，上述の如く，「発明」は発明の課題を解決

するものである以上，記載課題を解決することができ

ないものは「発明」とはいえない。したがって，明細

書等に記載されたものが記載課題を解決することがで

きないときには，そもそも明細書等に「発明」が記載

されていないことになる。そして，サポート要件，新

規事項追加の禁止の判断においては，明細書等に記載

課題を解決することができる「発明」が記載されてい

ることを前提とすべきである。しかるに，減縮の場合

は，請求項に係る発明についての発明の範囲が，明細

書等に記載された発明についての発明の範囲よりも狭

くなるから，明細書等に記載された発明が記載課題を

解決することができる以上，請求項に係る発明も常に

記載課題を解決することができる。また，請求項に係

る発明についての発明の範囲が，明細書等に記載され

た発明についての発明の範囲と同等の場合（以下，こ

の場合を「同等の場合」という）にも，明細書等に記

載された発明が記載課題を解決することができる以

上，請求項に係る発明も常に記載課題を解決すること

ができる。したがって，減縮の場合，同等の場合には，

請求項に係る発明が記載課題を解決することができる

か否かを判断する必要がない。

８ 減縮の場合の判断基準

上述の如く，特許法における発明は，技術的思想の

創作である。したがって，発明は本来人間の頭の中に

存在し，その発明の内容を他人に知ってもらうために

は，発明を言語，図によって表現する必要がある。こ

のため，発明は明細書に示された言語，図面に示され

た図（以下，「言語等」という）によって表現されるか

ら，発明が明細書等に言語等によって表現されていな

ければ，その発明が明細書等に開示されているとはい

えない。

また，上述の如く，「発明」は発明の課題を解決する

解決手段を有している。そして，発明が明細書等に言

語等によって表現されている以上，解決手段もまた言

語等によって表現されている。すなわち，請求項にお

いて解決手段は発明特定事項によって表現されてい

る。さらに，上述の如く，「技術的表現内容」とは，解

決手段を言語等で説明したときの要素としての技術的

な表現内容である。したがって，明細書等において解

決手段は技術的表現内容によって表現されている。

以上のことから，請求項に係る発明の発明特定事項

が明細書等に技術的表現内容として記載されていなけ

れば，原則として請求項に係る発明の解決手段が明細

書等に表現されているとはいえない。したがって，請

求項に係る発明の発明特定事項が明細書等に技術的表

現内容として記載されていないときには，請求項に係
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る発明が明細書等に開示されているとはいえない。た

とえば，事例（Ｊ）の場合，請求項に係る発明の「絶

縁性樹脂を介して」という発明特定事項が明細書等に

技術的表現内容として記載されていないときには，明

細書等には「歯部の内周側を絶縁性樹脂を介して連結

する」という解決手段は表現されていないのであり，

原則として請求項に係る発明すなわち「内周側が絶縁

性樹脂を介して連結された歯部」を発明特定事項とす

る発明が明細書等に開示されているとはいえない。

そして，上述の如く，減縮の場合すなわち類型（Ⅰ）

②の場合には，請求項に係る発明の一部の発明特定事

項が明細書等に技術的表現内容として現に記載されて

いないから，原則として請求項に係る発明の解決手段

が明細書等に記載されていないこととなる。

しかしながら，請求項に係る発明の発明特定事項の

一部が明細書等に技術的表現内容として現に記載され

ていなくとも，明細書等に記載された内容，出願当時

の公知技術，技術常識等からして，明細書等に技術的

表現内容として現に記載されていない発明特定事項が

明細書等に実質的に記載されている場合，すなわち明

細書等に技術的表現内容として現に記載されていない

発明特定事項が明細書等に記載されているのと同視で

きる場合には，請求項に係る発明は明細書等に開示さ

れているということができる。たとえば，事例（Ｊ）

の場合，請求項に係る発明の発明特定事項「絶縁性樹

脂を介して」が明細書等に現に記載されていないとし

ても，仮に「歯部の内周側を絶縁性樹脂を介して連結

する」ことが周知事項であれば，発明特定事項「内周

側が絶縁性樹脂を介して連結された歯部」が明細書等

に実質的に記載されていることとなる。

したがって，減縮の場合には，明細書等に技術的表

現内容として現に記載されていない発明特定事項が明

細書等に実質的に記載されているか否かが判断基準

（以下，「実質的記載の基準」という）となると考える。

ちなみに，上述の如く，拡張の場合には，請求項に

係る発明の全部の発明特定事項が明細書等に技術的表

現内容として現に記載されている。また，同等の場合

には，請求項に係る発明についての発明の範囲が，明

細書等に記載された発明についての発明の範囲と同等

であるから，同等の場合にも，請求項に係る発明の全

部の発明特定事項が明細書等に技術的表現内容として

現に記載されている。したがって，拡張の場合，同等

の場合には，請求項に係る発明の発明特定事項が明細

書等に実質的に記載されているか否かを判断する必要

がない。

９ 類型（Ⅲ）について

サポート要件の類型（Ⅲ）の場合は，判断時の請求

項に係る発明の全部の発明特定事項が明細書等に記載

されている。したがって，類型（Ⅲ）の場合は減縮の

場合には該当せず，請求項に係る発明の発明特定事項

が明細書等に実質的に記載されているか否かを判断す

る必要がない。

そして，サポート要件の類型（Ⅲ）の場合は，請求

項に係る発明が記載課題（発明の課題）を解決するこ

とができず，サポート要件を充足しない場合である

が，「拡張の場合」に該当する場合がある。すなわち，

請求項に係る発明の発明特定事項の具体例が通常は明

細書等に記載されており，その具体例に係る発明が記

載課題を解決することができるときには，請求項に係

る発明についての発明の範囲が，明細書等に記載され

た発明についての発明の範囲以外の部分すなわち拡張

部分を有している。たとえば，事例（Ｄ）の場合，請

求項に係る発明の発明特定事項「Ｙ＞− 0.0667Ｘ＋

6.73，Ｘ≧ 65」を満たす値「Ｘ＝ 71.6，Ｙ＝ 2.4」等が

明細書に記載されており，値を「Ｘ＝ 71.6，Ｙ＝ 2.4」

等としたときに，「高度の偏光性能や耐久性能をもち，

しかも高延伸倍率に耐え得る偏光フィルムを製造す

る」という記載課題を解決することができるときに

は，「Ｙ＞− 0.0667Ｘ＋ 6.73，Ｘ≧ 65」を発明特定事

項とする請求項に係る発明についての発明の範囲が，

値を「Ｘ＝ 71.6，Ｙ＝ 2.4」等とした明細書等に記載さ

れた発明についての発明の範囲以外の部分すなわち拡

張部分を有している。したがって，このような場合に

は，請求項に係る発明についての発明の範囲が，明細

書等に記載された発明についての発明の範囲よりも拡

張しているといえ，「拡張の場合」に該当する。

ここで，上述の如く，請求項に係る発明が記載課題

を解決することができるというためには，請求項に係

る発明に属する具体的な事物の全てが記載課題を解決

することができることを要し，しかも明細書等に記載

された内容，出願当時の公知技術等からして，請求項

に係る発明に属する具体的な事物が記載課題を解決す

ることが明らかであることを要する。したがって，類

型（Ⅲ）の場合には，請求項に係る発明に属する具体

的な事物の一部が記載課題を解決することができない
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場合，換言すると請求項に係る発明についての発明の

範囲が広すぎる場合，すなわち請求項に係る発明に発

明特定事項が不足している場合と，明細書等の記載か

ら請求項に係る発明に属する具体的な事物の全てが記

載課題を解決することが明らかでない場合とがありう

る。

そして，類型（Ⅱ）の場合であってサポート要件を

充足しない場合は，明細書等に記載された技術的表現

内容の一部が判断時の請求項に係る発明の発明特定事

項とされておらず，請求項に係る発明が記載課題を解

決することができない場合であり，請求項に係る発明

に発明特定事項が不足している場合であるといえる。

たとえば，事例（Ｃ）の場合にサポート要件を充足し

ないとすれば，「粘土が中空微小球を含有すること」と

いう発明特定事項が不足している。したがって，類型

（Ⅲ）のうちの請求項に係る発明に発明特定事項が不

足している場合と，類型（Ⅱ）の場合とは，請求項に

係る発明に発明特定事項が不足しているために，記載

課題を解決することができない点では同様である。し

かし，類型（Ⅱ）の場合は不足の発明特定事項が明細

書等に技術的表現内容として記載されているのに対し

て，類型（Ⅲ）の場合は不足の発明特定事項が明細書

等に技術的表現内容として記載されていない。また，

類型（Ⅱ）の場合は不足の発明特定事項が何であるか

は明確であるのに対して，類型（Ⅲ）の場合は不足の

発明特定事項が何であるかは明確ではない。

ちなみに，拡張の場合であって新規事項追加の禁止

に違反するときには，請求項に係る発明の発明特定事

項を減少させた結果，補正後の請求項に係る発明が記

載課題を解決することができなくなるのであるから，

不足の発明特定事項は明細書等に技術的表現内容とし

て記載されており，不足の発明特定事項が何であるか

は明確である。たとえば，事例（Ｅ）の場合，「不純物

拡散領域」を「不純物領域」に変更したときに，仮に

請求項に係る発明が記載課題を解決することができな

くなるとすると，請求項に係る発明の不足の発明特定

事項は「不純物領域を拡散により形成したこと」であ

り，これは明細書等に技術的表現内容として記載され

ており，また不足の発明特定事項が何であるかは明確

である。この結果，新規事項追加の禁止に違反する場

合の類型には類型（Ⅲ）は存在しない。

10 各事例についての判断基準

上記の「５」で挙げた各事例（類型（Ⅲ）の事例で

ある事例（Ｄ）を除く）の判断基準について考える。

事例（Ａ） 発明特定事項「データ処理手段」が技術的

表現内容「文字サイズ変更手段」，「行間隔変更手段」

の上位概念である場合

この事例は拡張の場合であり，私見によれば課題解

決の基準により判断すべきである。そして，「データ

処理手段」が「文字サイズ変更手段」，「行間隔変更手

段」以外の手段の場合に，記載課題を解決することが

できるか否かが問題となる。

しかるに，審査基準においては，「請求項及び発明の

詳細な説明に記載された用語が不統一であり，その結

果，両者の対応関係が不明りょうとなる場合」として

いる。この場合，仮に「データ処理手段」が「文字サ

イズ変更手段」，「行間隔変更手段」以外の手段の場合

に，記載課題を解決することができたとしても，発明

特定事項を「データ処理手段」としたときには，サ

ポート要件を充足しないこととなる。

事例（Ｂ） 発明特定事項「前記 ROM又は読み書き可

能な記憶装置に，前記自動起動スクリプトを記憶する

手段」が明細書等に記載されていない場合

この事例は減縮の場合であり，私見によれば実質的

記載の基準により判断すべきである。そして，「前記

ROM又は読み書き可能な記憶装置に，前記自動起動

スクリプトを記憶する手段」が明細書等に実質的に記

載されているか否かが問題となる。

しかるに，判例においては，「発明の課題を解決でき

ると認識できる範囲のものであるか否か」という基準

により判断すべきとしている。しかし，上述の如く，

請求項に係る発明の発明特定事項が多くなればなるほ

ど，請求項に係る発明は多くの課題を解決することが

できるのであるから，「前記 ROM又は読み書き可能

な記憶装置に，前記自動起動スクリプトを記憶する手

段」が追加される前の請求項に係る発明が記載課題を

解決することができるのであれば，「前記 ROM又は

読み書き可能な記憶装置に，前記自動起動スクリプト

を記憶する手段」を追加した請求項に係る発明は当然

記載課題を解決することができる。すなわち，減縮の

場合について課題解決の基準により判断したときに

は，常にサポート要件を充足することとなる。

もっとも，判例においては，「本件特許明細書の発明

の詳細な説明には，「ROM又は読み書き可能な記憶装
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置に，前記自動起動スクリプトを記憶する手段」が実

質的に記載されているものである」から，サポート要

件を充足していると判断しており，実際には，実質的

記載の基準により判断している。

事例（Ｃ） 技術的表現内容「粘土が中空微小球を含有

すること」が発明特定事項とされていない場合

この事例は拡張の場合であり，私見によれば課題解

決の基準により判断すべきである。そして，粘土が中

空微小球を含有しない場合にも記載課題を解決するこ

とができるか否かが問題となる。

しかるに，判例においても，「発明の課題を解決でき

ると認識できる範囲のものであるか否か」という基準

により判断している。

事例（Ｅ） 発明特定事項「不純物領域」が技術的表現

内容「不純物拡散領域」の上位概念である場合

この事例は拡張の場合であり，私見によれば課題解

決の基準により判断すべきである。そして，「不純物

拡散領域」以外の「不純物領域」によりソース，ドレ

インを構成した場合にも，記載課題を解決することが

できるか否かが問題となる。

しかるに，審査基準においても，「ソース及びドレイ

ンは拡散によるものに限定されず不純物領域でありさ

えすればよいことが明細書の記載から自明であり，補

正は発明の技術上の意義になんら変更をもたらさな

い」とし，明細書の記載から「不純物領域」によりソー

ス，ドレインを構成した場合にも記載課題を解決する

ことができるから，新規事項追加の禁止に違反しない

としていると考えられ，「自明」と記載されているが，

実質的には課題解決の基準により判断している。

事例（Ｆ） 追加された発明特定事項「衣服の表側を構

成する主布の裏側に別布を縫合すること」が明細書等

に記載されていない場合

この事例は減縮の場合であり，私見によれば実質的

記載の基準により判断すべきである。そして，「衣服

の表側を構成する主布の裏側に別布を縫合して袋を形

成」することが明細書等に実質的に記載されているか

否かが問題となる。

しかるに，判例においては，自明である事項を追加

しても，新たな技術的事項を導入しないとしており，

「衣服の表側を構成する主布の裏側に別布を縫合して

袋を形成」することが自明であるから，明細書等に実

質的に記載されていると判断しているものと考える。

すなわち，判例においても実質的記載の基準により判

断していると考える。

事例（Ｇ） 追加された発明特定事項「但し，……球状

活性炭を除くこと」が明細書等に記載されていない場

合

この事例は減縮の場合であり，私見によれば実質的

記載の基準により判断すべきである。そして，「但し，

……球状活性炭を除く」ことが明細書等に記載されて

いるか否かが問題となるが，「除くクレーム」の場合に

は，通常追加された発明特定事項は明細書等に実質的

にも記載されておらず，「除くクレーム」とすることは

許容されない。なお，発明保護の観点から，一定の場

合に「除くクレーム」とすることを許容することは別

問題である。

しかるに，判例においては，「除くクレーム」は新た

な技術的事項を導入しないとして，新規事項追加の禁

止に違反しないとしている。しかしながら，「但し，

……球状活性炭を除く」ことが明細書等に記載されて

いない以上，「除くクレーム」に係る発明が明細書等に

開示されているといえないことは明らかである。

そして，このような「除くクレーム」は新規事項追

加の禁止に違反しないとするときには，たとえば明細

書等に「3〜 6cmを除くこと」が記載されていないに

もかかわらず，発明特定事項「1〜 10cm」すなわち長

さをＬとしたときに「1cm≦Ｌ≦ 10cm」を「1〜 10

cm（但し，3〜 6cmを除く）」すなわち「1cm≦Ｌ＜

3cmまたは 6cm＜Ｌ≦ 10cm」に変更することが許容

されることとなると考える。しかしながら，請求項に

係る発明の発明特定事項が数値範囲であるときに，発

明特定事項の数値範囲を明細書等に記載されていない

数値範囲にすることを許容すべきでないことは明らか

である。

事例（Ｈ） 追加された発明特定事項「熱損失係数が

1.0〜 2.5kcal／ｍ・ｈ・℃であること」が明細書等に

記載されていない場合

この事例は減縮の場合であり，私見によれば実質的

記載の基準により判断すべきである。そして，「熱損

失係数が 1.0〜 2.5kcal／ｍ・ｈ・℃の高断熱・高気密

住宅」が明細書等に実質的に記載されているか否かが

問題となる。

しかるに，判例においては，発明の課題解決に寄与

する技術的な意義を有しない事項は新たな技術的事項

ではないとして，新規事項追加の禁止に違反しないと

している。しかしながら，仮に，発明の課題解決に寄
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与する技術的な意義を有しない事項であるならば，た

とえその事項が出願当初の明細書等に実質的に記載さ

れていなくとも，その事項を請求項に発明特定事項と

して追加したとした場合に，新規事項追加の禁止に違

反しないとしたときには，発明の課題解決に寄与する

技術的な意義を有しなければ，どのような発明特定事

項を追加することも許容されることとなる。しかしな

がら，このような場合の補正後の請求項に係る発明が

サポート要件を充足しないことは明らかである。そし

て，補正後の請求項に係る発明がサポート要件を充足

しなくなるような補正は許容されるべきではない。

事例（Ｉ） 追加された発明特定事項「四角形の台板

（14）の上部に設けられていること」が明細書等に記載

されていない場合

この事例は減縮の場合であり，私見によれば実質的

記載の基準により判断すべきである。そして，「四角

形の台板（14）の上部に設けられており油圧モーター

（21）を有する振動装置（２）」が明細書等に実質的に

記載されているか否かが問題となる。

しかるに，判例においては，周知事項を追加しても

新たな技術的事項を導入しないとしており，「油圧

モーター（21）を有する振動装置（２）」が「四角形の

台板（14）の上部に設けられて」いることは周知事項

であるから，明細書等に実質的に記載されていると判

断しているものと考える。すなわち，判例においても

実質的記載の基準により判断していると考える。

事例（Ｊ） 追加された発明特定事項「絶縁性樹脂を介

して」が明細書等に記載されていない場合

この事例は減縮の場合であり，私見によれば実質的

記載の基準により判断すべきである。そして，「内周

側が絶縁性樹脂を介して連結された歯部」が明細書等

に実質的に記載されているか否かが問題となる。

しかるに，判例においては，追加された発明特定事

項により本願発明の作用効果に何らかの影響を及ぼす

ものとはいえないときには，新たな技術的事項を導入

するものではないとして，新規事項追加の禁止に違反

しないとしている。しかしながら，上述の如く，請求

項に係る発明の発明特定事項が多くなればなるほど，

請求項に係る発明は多くの課題を解決することができ

るのであるから，請求項に発明特定事項が追加された

ときには，請求項に係る発明の作用効果が変化するこ

とは明らかである。したがって，仮に，「何らかの影響

を及ぼすものとはいえない」が「全く影響を及ぼさな

い」を意味するのであれば，「追加された発明特定事項

により本願発明の作用効果に何らかの影響を及ぼすも

のとはいえないとき」は存在しえないと考える。

事例（Ｋ） 発明特定事項「矩形ワーク」が技術的表現

内容「ワーク」の下位概念である場合

この事例は減縮の場合であり，私見によれば実質的

記載の基準により判断すべきである。そして，「矩形

ワーク」が明細書等に実質的に記載されているか否か

が問題となる。

しかるに，審査基準においては，「矩形」は代表的な

ガラス基板の代表的な形状であることが明らかである

ので，「矩形ワーク」とする補正は当初明細書等に記載

した事項の範囲内でするものであるとしており，実質

的記載の基準により判断していると考える。

事例（Ｌ） 技術的表現内容「ユーザ情報を通信するこ

と」が発明特定事項とされていない場合

この事例は拡張の場合であり，私見によれば課題解

決の基準により判断すべきである。そして，「携帯端

末機の位置座標」とともに「ユーザ情報」を専用物理

チャネルを使用して通信しなくとも，記載課題を解決

することができるか否かが問題となる。

しかるに，審査基準においても，「「ユーザ情報」は

発明による発明の課題の解決には関係がなく，この場

合において「ユーザ情報」は任意の付加的な事項であ

ることが明らかである。そうすると，この補正は，当

初明細書等に記載した事項の範囲内においてするもの

ということができる。」とし，「携帯端末機の位置座標」

のみを専用物理チャネルを使用して通信したときに

も，発明の課題を解決することができるから，新規事

項追加の禁止に違反しないとしているのであり，明ら

かに課題解決の基準により判断している。

11 まとめ

「発明」は技術的思想の創作である。そして，「技術」

とは，科学理論，知識を実地に応用して人間生活に役

立たせる手段であるということができる。したがっ

て，「発明」はどのような意味で人間生活に役立たせる

かということすなわち「発明の課題」を有しており，

また「発明」はどのような手段で人間生活に役立たせ

るかということすなわち上記の発明の課題を解決する

ことができる「解決手段」を有している。さらに，発

明に属する具体的な事物の範囲すなわち「発明の範

囲」が狭くなればなるほど，多くの課題を解決するこ
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とができる。

しかるに，請求項に係る発明の「解決手段」は発明

特定事項によって表現される。そして，請求項に係る

発明の発明特定事項が多くなればなるほど，請求項に

係る発明についての「発明の範囲」は狭くなるから，請

求項に係る発明の発明特定事項が多くなれば，請求項

に係る発明が解決することができる課題が多くなる。

さらに，請求項に係る発明が明細書等に開示されて

いるというためには，まず請求項に係る発明の解決手

段が明細書等に記載されていなければならず，請求項

に係る発明の全部の発明特定事項が明細書等に現にま

たは実質的に記載されていなければならない。しか

も，請求項に係る発明が明細書等に開示されていると

いうためには，請求項に係る発明の解決手段が記載課

題を解決することができなければならない。この場

合，請求項に係る発明の発明特定事項が少なくなり，

請求項に係る発明についての発明の範囲が広くなる

と，請求項に係る発明が記載課題を解決することがで

きなくなる可能性がある。

そして，拡張の場合および同等の場合には，請求項

に係る発明の全部の発明特定事項が明細書等に現に記

載されている。また，減縮の場合および同等の場合に

は，請求項に係る発明が記載課題を解決することがで

きる。さらに，拡張の場合には，請求項に係る発明が

記載課題を解決することができるか否かが問題とな

り，請求項に係る発明が記載課題を解決することがで

きれば，請求項に係る発明が明細書等に開示されてい

ることとなる。また，減縮の場合には，請求項に係る

発明の全部の発明特定事項が明細書等に実質的に記載

されているか否かが問題となり，請求項に係る発明の

全部の発明特定事項が明細書等に実質的に記載されて

いれば，請求項に係る発明が明細書等に開示されてい

ることとなる。

以上のことから，請求項に係る発明が明細書等に開

示されているというためには，請求項に係る発明の全

部の発明特定事項が明細書等に現にまたは実質的に記

載されており，しかも請求項に係る発明が記載課題を

解決することができることが必要である。そして，判

断時の請求項，補正後の請求項に係る発明の全部の発

明特定事項が明細書等に現にまたは実質的に記載され

ており，しかも判断時の請求項，補正後の請求項に係

る発明が記載課題を解決することができれば，判断時

の請求項，補正後の請求項に係る発明が明細書等に開

示されており，判断時の請求項に係る発明はサポート

要件を充足し，補正後の請求項に係る発明は新規事項

追加の禁止に違反しない。
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